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令 和 ６ 年 第 ３ 回 定 例 会 一 般 質 問 通 告 事 項 
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土 屋 咲 子 議 員（ 木 曜 会 ） 質問方式：一問一答方式  

 

１ 奨学金を活用した若者の地方定着推進事業について  

（1） 国が推進し県や近隣市町も実施している奨学金返還支援制度で

すが、現状本市で実施していない理由をお答えください  

（2） 今後本市において奨学金返還支援事業を実施する予定または考

えはありますか  

（3） 奨学金返還支援に関する実態把握のための調査を実施していま

すか。  

調査結果とともにお答えください  

（4） 尾道市の複数の企業は奨学金返還支援を実施していますが、こ

れら企業の取組を自治体としてサポートしていますか。  

また本市で本制度を導入する企業を増やすための取組を行って

いますか  

（5） 大学や地元企業と本制度について意見交換や何らかの連携をと

っていますか  

（6） 本市には医師確保奨学金制度がありますが、他の分野で同様の

奨学金制度を導入するお考えはありますか  

（7） 文部科学省は優れた教員人材を確保するため、教職大学院を修

了して正規教員に採用された人を対象に、大学院在学中に借り

た奨学金の返済を全額免除することを決定し、2024 年度の採用

から適用されます。  

本市では深刻な教員不足の問題と教員の労働環境改善が喫緊

の課題となっていますが、上記の文部科学省が決定した制度の

対象とはならない、大学卒の教員採用者を対象とした奨学金返

還支援の取組を本市が実施する考えはありますか。または検討

の余地はありますか  

 

 

 


